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[bookmark: _Toc215612824]第１章　　　　地域福祉計画の概要



１　計画策定の背景
[bookmark: _Toc215612826]（１）地域福祉とは　
誰もが安心して自分らしい生活を送ることができるように、地域住民や地域で活動している多様な組織、行政が連携・協働して、地域が抱える生活課題・問題の解決に向け、取り組むことを「地域福祉」といいます。
なお、地域福祉においては、個人の努力や家族で支え合う「自助」、地域でお互いに支え合う「互助」、ボランティアや住民組織、ＮＰＯの活動で支え合う「共助」、そして、行政が提供する公的援助の「公助」が相まって支える仕組みと体制が重要です。
また、地域における多様な生活課題・問題に的確な対応を図るうえで、地域住民や地域で活動している団体等、それぞれが気づき、お互いに支え合い、助け合う取組を進めていくことが非常に大切となります。

■「自助」「互助・共助」「公助」との関係
住民と行政の協働の領域


行政施策として行うべきもの
住民の主体的な活動で対応できるもの


生活課題

	自助

個人の努力や家で
支え合う
	互助

地域でお互いに
支え合う
	共助
ボランティアや
住民組織、ＮＰＯの活動で支え合う
	公助

行政が提供する
公的援助

	
	
	
	

	
	暮らしのニーズ
（日常的な生活題）
	



地域における地域における
福祉活動への支援

福祉活動への支援
	○高齢者福祉画・
介護保険事業計画
○障害者計画
○障害福祉計画・
障害児福祉計画
○こども計画



支え合い・助け合い


[bookmark: _Toc215612827]（２）地域福祉の必要性
わが国では、少子高齢化の進行や核家族化、単身世帯の増加、個人主義的傾向の強まりにより、家族や地域住民同士のつながりが希薄化し、「困ったときはお互いさま」といったご近所の支え合い機能が低下しています。
このような地域を取り巻く環境の変化により、孤立死をはじめ、子どもや高齢者、障害のある人対する虐待、消費者被害、災害時の対応、刑を終えて出所した人への支援等、様々な生活課題・問題が生じています。
これらの課題・問題に対し、行政は公的な福祉サービスの整備や充実に取り組んでいますが、地域住民をはじめとする様々な主体が知恵と力を出し合い、協働しながら取り組んでいくことで、より効果的な解決が可能となり、住民一人ひとりの生活の向上を図ることができます。
そのため、これらの課題・問題について、いつかは遭遇する自身の問題として認識し、地域住民間でそれらを共有し、解決に向かう仕組みを協働してつくっていくこと、つまり、「地域福祉」を実現していくことは、自分たちのこれからの安心のための準備として必要になってきます。

[bookmark: _Toc215612828]（３）「我が事・丸ごと」の地域づくり
近年、高齢者福祉や障害者福祉、子育て支援など、各制度の充実が図られている一方で、人口減少や家族・地域社会のあり方の変化などにより、介護や子育て、経済的な困窮、健康などの複合した問題を抱えている人や世帯が見られます。こうした問題を抱えている人の中には、自ら助けを求めることができず、暮らしが追い込まれ、その結果、危機的な局面になるまで問題が表面化しない状況が増えてきています。
こうした複雑化・多様化した地域の生活課題に対しては、これまでの福祉制度では対応が難しくなっています。これからは、制度・分野ごとの「縦割り」や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が『我が事』として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えて『丸ごと』つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともにつくっていく「地域共生社会」を実現する必要があります。




[bookmark: _Toc215612829]（４）地域共生社会を実現するために
複合的な課題を抱えている人や世帯は、社会的に孤立している場合が多いため、本人と周囲との社会的なつながりを広げていくことが大切です。専門職による支援だけでなく、本人の周りにいる地域住民の関わりが重要であり、それが地域のセーフティネットとなります。行政や専門職では行き届かないところで行われる、住民同士の見守りや助け合いといった活動は、場合によっては専門職による支援と同等か、それ以上の力を発揮することもあり、これからの地域福祉には必要不可欠となっています。
「地域共生社会」とは、社会構造の変化や人々の暮らしの変化を踏まえ、制度・分野ごとの関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えてつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともにつくっていく社会をめざすものです。
今後の福祉のあり方としては、困りごとを既存の制度に当てはめていくのではなく、本人や家族との継続的なつながりや専門職による支援と連携し、困りごとを抱えた一人ひとりの状況に寄り添った支援を行うことが大切です。



社会福祉法（抜粋）
第１条（目的）
この法律は、社会福祉を目的とする事業の全分野における共通的基本事項を定め、社会福祉を目的とする他の法律と相まって、福祉サービスの利用者の利益の保護及び地域における社会福祉（以下「地域福祉」という。）の推進を図るとともに、社会福祉事業の公明かつ適正な実施の確保及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図り、もって社会福祉の増進に資することを目的とする。
「地域福祉」という言葉が法令条文の中ではじめて登場し、さらに、「地域福祉の推進」が社会福祉の増進のための方法のひとつとして明記されています。

。


第４条（地域福祉の推進）
地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者（以下「地域住民等」という。）は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が確保されるように、地域福祉の推進に努めなければならない。
２　地域住民等は、地域福祉の推進に当たっては、福祉サービスを必要とする地域住民及びその世帯が抱える福祉、介護、介護予防（要介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。）、保健医療、住まい、就労及び教育に関する課題、福祉サービスを必要とする地域住民の地域社会からの孤立その他の福祉サービスを必要とする地域住民が日常生活を営み、あらゆる分野の活動に参加する機会が確保される上での各般の課題（以下「地域生活課題」という。）を把握し、地域生活課題の解決に資する支援を行う関係機関（以下「支援関係機関」という。）との連携等によりその解決を図るよう特に留意するものとする。
地域住民と社会福祉に関する活動を行う者（地域ボランティアなど）が、公的機関や社会福祉法人などと連携を図りながら、地域福祉を推進する重要な担い手として期待されることが明記されています。
また、地域住民や福祉関係者が、①本人のみならず、その人が属する世帯全体に着目し、②福祉、介護、保健医療に限らない、様々な生活課題を把握するとともに、③行政などと協働し、課題を解決していくことが必要である旨を定め、「我が事・丸ごと」の包括的支援の理念を明確化しています。











社会福祉法（抜粋）
第107条（市町村地域福祉計画）
市町村は、地域福祉の推進に関する事項として次に掲げる事項を一体的に定める計画（以下「市町村地域福祉計画」という。）を策定するよう努めるものとする。
（１）　地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り組むべき事項
（２）　地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項
（３）　地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項
（４）　地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項
（５）　地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備に関する事項
２　市町村は、市町村地域福祉計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、地域住民等の意見を反映させるよう努めるとともに、その内容を公表するよう努めるものとする。
３　市町村は、定期的に、その策定した市町村地域福祉計画について、調査、分析及び評価を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、当該市町村地域福祉計画を変更するものとする。
市町村において、住民などの参画による地域福祉計画の策定が明記され、計画に盛り込むべき事項が示されています。



注：第106条の３（包括的な支援体制の整備）
市町村は、市町村は、次条第２項に規定する重層的支援体制整備事業をはじめとする地域の実情に応じた次に掲げる施策の積極的な実施その他の各般の措置を通じ、地域住民等及び支援関係機関による、地域福祉の推進のための相互の協力が円滑に行われ、地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制を整備するよう努めるものとする。
（１）　地域福祉に関する活動への地域住民の参加を促す活動を行う者に対する支援、地域住民等が相互に交流を図ることができる拠点の整備、地域住民等に対する研修の実施その他の地域住民等が地域福祉を推進するために必要な環境の整備に関する施策
（２）　地域住民等が自ら他の地域住民が抱える地域生活課題に関する相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、必要に応じて、支援関係機関に対し、協力を求めることができる体制の整備に関する施策
（３）　生活困窮者自立支援法第３条第２項に規定する生活困窮者自立相談支援事業を行う者その他の支援関係機関が、地域生活課題を解決するために、相互の有機的な連携の下、その解決に資する支援を一体的かつ計画的に行う体制の整備に関する施策
２　厚生労働大臣は、次条第２項に規定する重層的支援体制整備事業をはじめとする前項各号に掲げる施策に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
















①地域住民が自ら暮らす地域の課題を「我が事」として捉えられるような地域づくりの取組、②様々な相談を「丸ごと」受け止める場の整備、③相談機関の協働、ネットワーク体制の整備などを通じ、包括的な支援体制を整備していくことを市町村の努力義務としています。







社会福祉法（抜粋)
第109条（市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会）
市町村社会福祉協議会は、一又は同一都道府県内の二以上の市町村の区域内において次に掲げる事業を行うことにより地域福祉の推進を図ることを目的とする団体であって、その区域内における社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者が参加し、かつ、指定都市にあってはその区域内における地区社会福祉協議会の過半数及び社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が、指定都市以外の市及び町村にあってはその区域内における社会福祉事業又は更生保護事業を経営する者の過半数が参加するものとする。
（１）　社会福祉を目的とする事業の企画及び実施
（２）　社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助
（３）　社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成
四　前三号に掲げる事業のほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業








２　計画策定の趣旨・目的
[bookmark: _Toc215612831]（１）国の動き
国では、平成12年の「社会福祉法」改正により、地域福祉推進における「地域生活課題」が具体的に定義され、市町村は地域住民と関係機関等との協働による包括的な支援体制づくりに努めていくこととなりました。
一方近年は、少子高齢化・人口減少が進み、価値観やライフスタイルの多様化等により、地域の相互扶助の基盤となる、人と人とのつながり、家庭や地域における支え合いが希薄化し、これまで地域社会が果たしてきた助け合いや支え合い等の機能の低下が危惧されています。このような中、生活課題の複合化・複雑化（ひとり親家庭を含む生活困窮者の問題、社会的孤立、老々介護、ひきこもり、8050問題、ダブルケア、虐待等）した様々な福祉課題がみられ、「地域福祉」の充実と推進は今まで以上に重要です。
さらに、従来の縦割りによる公的な支援制度の枠組みでは十分な支援が受けられない、いわゆる「制度の狭間」の問題など、包括的な分野横断的支援を必要としている人に対し、地域共生社会の理念に基づき、制度化されたサービスと地域の助け合いによる支援を両輪として一体的かつ重層的に支援を実施していく必要があります。
平成28年６月に閣議決定された「ニッポン一億総活躍プラン」では、「地域共生社会の実現」が盛り込まれました。その後、地域共生社会の実現に向け、同年７月に「『我が事・丸ごと』地域共生社会実現本部」の設置、10月に「地域における住民主体の課題解決力強化・相談支援体制の在り方に関する検討会（地域力強化検討会）」の設置及び検討が進められてきました。
こうした段階を経て、平成29年６月に「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」が制定されたことにより、社会福祉法の一部が改正されました。この改正では、「我が事・丸ごと」の地域福祉推進の理念や、市町村が包括的な支援体制づくりに努める旨が規定されました。
令和２年６月には、「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」が公布され、地域福祉の推進にあたり、地域住民が相互に尊重し合いながら参加し、地域共生社会の実現を目指す必要があることが明記されています。また、生活課題を抱える地域住民を支援する体制や、地域住民が地域福祉を推進するために必要な環境を一体的かつ重層的に支援することができるよう、福祉分野に関連する法律に基づき事業を一体的に実施する、重層的支援体制整備事業の創設等が新たに規定されました。



[bookmark: _Toc215612832]（２）和歌山県の動き　
和歌山県では、平成29年に「和歌山県長期総合計画」が策定されました。この計画の将来像のひとつである「未来を拓くひとを育む和歌山」を推進するための計画として「和歌山県地域福祉推進計画」が位置づけられ、地域福祉の基本的方針が示されました 。
令和７年４月に、国の制度改革などを踏まえ４回目の見直しが行われ、「和歌山県地域福祉推進計画（改定版）」が策定されました。この計画では、健康福祉全般にわたる包括的な視点による将来の健康福祉社会のあるべき姿が明らかにされています。

■和歌山県地域福祉推進計画（改定版）の概要
１　包括的な支援体制の構築推進
（１）市町村における包括的な支援体制の構築推進
（２）住民、地域で活動する多様な組織、行政の役割〜地域福祉の担い手～
２　互いに支え合う地域づくり
（１）人権を尊重した地域福祉の推進
（２）地域福祉施策推進
３　地域福祉を担う多様な担い手づくり
（１）民生委員・児童委員活動の促進			（４）社会福祉協議会の活動への支援
（２）ボランティア活動の促進				（５）福祉教育・啓発の推進
（３）ＮＰＯ活動の促進					（６）福祉職場への人材確保対策
４　福祉サービスを適切に 利用するための基盤づくり
（１）健全な事業運営の確保				（４）福祉サービスの適切な利用等の推進
（２）福祉サービスの点検・評価				（５）成年後見制度の利用促進に向けた体制整備
（３）苦情解決の仕組みの整備
５　災害に強い地域づくり
（１）災害に備えた地域づくりの推進			（５）円滑な避難所運営の強化
（２）避難行動要支援者への支援体制強化		（６）社会福祉施設等の防災対策強化
（３）災害派遣福祉チームの体制強化			（７）防災知識の普及・啓発
（４）きめ細かな被災者支援の体制整備




[bookmark: _Toc215612833]（３）計画策定の趣旨　
「第３次岩出市地域福祉計画（以下「本計画」という。）」は、令和３年３月に策定した「第２次岩出市地域福祉計画（以下「第２次計画」という。）」の計画期間の満了に伴い、取組の進捗状況を評価したうえで策定します。
本計画は、福祉分野の基盤計画として、本市における福祉分野やその他の分野における様々な取組状況などと整合を図るとともに、社会潮流や国や県の動きを踏まえたものとします。
また、本市に住むすべての住民の幸せな暮らしをめざし、人と人とのつながりを基本として、困った時に助け合える関係づくり、お互いを認め合い、支え合える地域づくりを進めるための理念を明らかにします。この理念を実現するために、本計画では地域福祉推進の仕組みづくりと役割の明確化を図ります。



３　計画の位置づけ
本計画は、社会福祉法第107条の規定に基づく「市町村地域福祉計画」として策定するものです。
[bookmark: _Hlk210727562]また、「岩出市長期総合計画」を上位計画とし、対象別・分野別の「岩出市高齢者福祉計画・岩出市介護保険事業計画」「岩出市こども計画」「岩出市障害者計画」「岩出市障害福祉計画・岩出市障害児福祉計画」「岩出市健康づくり計画「ふれあい健康21」」「岩出市人権施策基本方針」「岩出市男女共同参画プラン（ハーモニープラン）」などを関連計画として、それぞれに共通する地域福祉の理念を明らかにするとともに、地域福祉の推進を図るための基本的な方向性を定めるものです。
また、本計画は、再犯の防止等の推進に関する法律に基づき策定される「岩出市再犯防止推進計画」として位置づけます。


■計画の位置づけ
岩出市社会福祉協議会
和歌山県地域福祉推進計画
岩出市地域福祉計画
岩出市障害福祉計画・
岩出市障害児福祉計画
岩出市障害者計画
岩出市こども計画
岩出市高齢者福祉計画・
岩出市介護保険事業計画
岩出市自殺対策計画
岩出市男女共同参画プラン（ハーモニープラン）
岩出市人権施策基本方針
岩出市健康づくり計画「ふれあい健康21」
…
岩出市長期総合計画



















４　計画の期間
本計画の計画期間は、令和８年度から令和12年度の５年間とします 。

■計画の期間次期計画
第２次
計画
第３次岩出市地域福祉計画


	令和７年
	令和８年
	令和９年
	令和10年
	令和11年
	令和12年
	令和13年

	
	
	
	
	
	
	






５　計画策定の手順
本計画の策定にあたっては、次のような手順で行いました。

[bookmark: _Toc215612837]（１）岩出市地域福祉計画策定委員会及び地域福祉計画作業部会における審議
本計画は、学識経験者や関係団体の代表者、行政関係者等から構成される「岩出市地域福祉計画策定委員会」において内容を審議し、策定しました。
また、委員会に岩出市地域福祉計画策定委員から選出された６名の委員で構成される「地域福祉計画作業部会」を設置し、本計画の基本理念、基本目標、施策体系・内容等の検討を行いました。

[bookmark: _Toc215612838]（２）地域福祉に関する現状・課題の把握
①　市民意識調査
岩出市にお住まいの20歳以上の方の中から、無作為に2,500人を対象に、地域福祉に対する考え方や意見を把握するための市民意識調査を実施しました。

②　団体等への調査
地域福祉の担い手である地域団体・組織を対象に、活動に関する現状や課題、今後の方向性等を把握するため、書面によるヒアリング調査を実施しました。

③　地区懇談会の実施
各地区に関する現状（いいところや気になるところ）や課題、課題の解決に関するアイデアなどの整理を行うため、市民参加の地区懇談会を４地区合同で開催しました。

[bookmark: _Toc215612839]（３）庁内における検討
横断的な内容の検討を行い、現行計画に対する評価・検証を実施しました。

[bookmark: _Toc215612840]（４）パブリックコメントの実施
よりよい計画となるよう、市民から広く意見を聞くためのパブリックコメントを実施しました。





[bookmark: _Toc215612841]第２章　　　　本市の現状



１　統計データから見る現状の整理
（１）人口と世帯の状況
①　総人口の推移
本市の人口は、令和５年まで増加していましたが、令和６年は減少し、54,059人となっています。
「０～14歳」「15～64歳」の人口は減少しており、「65歳以上」の人口は増加しています。
高齢化率は、増加しており、令和６年には24.7％となっています。

総人口の推移









資料：住民基本台帳（各年１月１日現在）

②　年齢３区分別人口比（令和６年）（和歌山県、全国との比較）
令和６年の年齢３区分別人口構成比を和歌山県、全国と比較すると、０～14歳人口比と15～64歳人口比は和歌山県や全国を上回っているのに対し、65歳以上人口比は下回っています。
年齢３区分別人口比（令和６年）（和歌山県、全国との比較）







資料：住民基本台帳（令和６年１月１日現在）

③　世帯数と１世帯あたりの人員の推移
世帯数は年々増加しており、令和２年には21,965世帯と、平成12年と比べて5,787世帯増加しています。一方、１世帯あたりの人員については、平成12年の2.94人から、令和２年の2.46人に減少しており、単身世帯や夫婦のみ世帯、ひとり親と子世帯など、世帯人数の少ない世帯が増加していることがうかがえます。

世帯数と１世帯あたりの人員の推移










資料：国勢調査（各年10月１日現在）

（２）高齢者の状況
①　高齢者数と高齢化率の推移
65歳以上の高齢者数は年々増加しており、令和６年で13,339人となっています。また、総人口に占める65歳以上の人口の割合（高齢化率）と75歳以上の人口の割合（後期高齢化率）はともに増加しており、令和６年では高齢化率が24.7％、後期高齢化率が12.5％となっています。
高齢者数と高齢化率の推移










資料：住民基本台帳（各年１月１日現在）


②　高齢者のいる世帯の推移
総世帯に占める高齢者のいる世帯、高齢者のひとり暮らし世帯、高齢者夫婦のみ世帯の割合はそれぞれ増加していますが、和歌山県を下回っている状況です。高齢者夫婦のみ世帯では、令和２年において全国を上回っています。

高齢者のいる世帯の状況
単位：世帯
	
	平成12年
	平成17年
	平成22年
	平成27年
	令和２年
	令和２年
（和歌山県）
	令和２年
（全国）

	総世帯（Ａ）
	16,178
	17,771
	19,529
	20,744
	21,965
	393,489
	55,704,949

	高齢者のいる世帯（Ｂ）
	3,740
	4,619
	5,709
	7,228
	8,078
	197,253
	22,655,031

	
	比率Ｂ／Ａ
	23.1％
	26.0％
	29.2％
	34.8％
	36.8％
	50.1％
	40.7％

	高齢者のひとり暮らし世帯（Ｃ）
	564
	872
	1,229
	1,853
	2,140
	64,404
	6,716,806

	
	比率Ｃ／Ａ
	3.5％
	4.9％
	6.3％
	8.9％
	9.7％
	16.4％
	12.1％

	高齢者夫婦のみ世帯（Ｄ）
	837
	1,248
	1,737
	2,278
	2,685
	59,239
	6,533,895

	
	比率Ｄ／Ａ
	5.2％
	7.0％
	8.9％
	11.0％
	12.2％
	15.1％
	11.7％



高齢者のいる世帯の推移			　　　　　　　高齢者のひとり暮らし世帯の推移










高齢者夫婦のみ世帯の推移










資料：国勢調査（各年10月１日現在）

③　要支援・要介護認定者数の推移
65歳以上で、介護保険料を支払い認定を受け介護サービスを利用できる第１号被保険者の要支援・要介護認定者数の推移を見ると、令和元年以降、緩やかに増減を繰り返しています。また、要介護別に見ると、各年、軽度者（要支援及び要介護１）が５割程度占めています。

要支援・要介護認定者数の推移












資料：介護保険事業状況報告（各年９月末）


第１号被保険者の認定率の推移を見ると、令和元年以降減少傾向にあり、令和６年で16.0％となっています。和歌山県や全国と比べると、下回って推移しています。

第１号被保険者の認定率の推移










資料：介護保険事業状況報告（各年９月末）



（３）障害のある人の状況
①　身体障害者手帳所持者数の推移
身体障害者手帳所持者は、年々増加傾向となっており、令和７年で1,924人となっています。等級別に見ると、令和４年以降、１級が最も多く、令和７年では508人となっています。

身体障害者手帳所持者数の推移












資料：社会福祉課調べ（各年３月31日現在）


部位別に見ると、各年「肢体不自由」が最も多く、令和７年で1,018人となっています。次いで、「内部障害」（603人）、「聴覚障害」（173人）となっています。

部位別身体障害者手帳所持者数の推移













資料：社会福祉課調べ（各年３月31日現在）


②　療育手帳所持者数の推移
療育手帳所持者数の推移を見ると、年々増加しており、令和７年で602人となっています。また、判定別に見ると、令和７年で「Ｂ２」が308人で最も多く、次いで「Ｂ１」が132人、「Ａ２」が85人となっています。

療育手帳所持者数の推移











資料：社会福祉課調べ（各年３月31日現在）


③　精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移
精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移を見ると、増加しており、令和７年で605人となっています。等級別に見ると、各年、２級が最も多く、令和７年で287人となっています。

精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移












資料：社会福祉課調べ（各年３月31日現在）


（４）子どもの状況
①　出生数と出生率の推移
出生数の推移を見ると、年々減少傾向にあり、令和６年で327人となっています。また、出生率（人口1,000人あたりの出生数）の推移を見ると、和歌山県や全国を上回りながらも減少傾向にあり、令和６年で6.0‰となっています。

出生数と出生率の推移










資料：住民基本台帳（各年１月現在）


②　合計特殊出生率の推移
合計特殊出生率の推移を見ると、平成30～令和４年の合計特殊出生率は、近年で最も低い1.46となっていますが、すべての年で、和歌山県や全国を上回っています。

合計特殊出生率の推移










資料：人口動態保健所・市区町村別統計


③　ひとり親世帯の推移
ひとり親世帯の推移を見ると、母子世帯は平成27年まで増加していましたが、令和２年で減少しており、533世帯となっています。父子世帯は、増減を繰り返しながら推移しており、令和２年では53世帯となっています。

ひとり親世帯の推移









資料：国勢調査（各年10月１日現在）


母子世帯及び父子世帯の割合の推移を見ると、母子世帯は、平成22年までは増加していましたが、平成27年以降減少しています。父子世帯は、増減を繰り返しながら推移しています。また、母子世帯、父子世帯ともに各年で和歌山県、全国を上回って推移しています。

母子世帯の割合の推移








父子世帯の割合の推移







資料：国勢調査（各年10月１日現在）

④　生活保護世帯の推移
生活保護の被保護世帯の推移を見ると、令和２年以降、増加しており、令和７年で380世帯となっています。また、保護率（人口1,000人あたりの被保護者数）の推移を見ると、令和４年以降、増加しており、令和７年で8.0‰となっていますが、全国、和歌山県と比べると、各年下回って推移しています。

生活保護世帯の推移









資料：岩出市　社会福祉課調べ（各年３月末分）
和歌山県　社会福祉課調べ（各年３月末分）
全国　厚生労働省（被保護者調査）（各年３月末分）

⑤　地域福祉の担い手などの状況
地域福祉の担い手などの状況を見ると、区・自治会については、団体数がほぼ横ばいで推移する一方で、加入世帯及び加入率は減少しています。また、全体的に会員数等が減少傾向の中、地域福祉協議会の団体数は横ばいで推移しています。

地域福祉の担い手などの状況
単位：人、世帯、団体、％
	
	
	令和２年
	令和３年
	令和４年
	令和５年
	令和６年
	令和７年

	民生委員・
児童委員
	人数
	89
	91
	91
	88
	90
	90

	
	一人あたり担当世帯数
	262
	260
	264
	276
	273
	277

	
	一人あたり担当人数
	605
	594
	596
	617
	601
	599

	社会福祉協議会
ボランティアセンター
	個人登録数
	55
	46
	46
	62
	50
	42

	
	団体登録数
	269
	253
	189
	184
	134
	106

	区・自治会
	団体数
	394
	389
	392
	397
	397
	396

	
	加入世帯数
	15,339
	15,128
	15,079
	15,096
	14,990
	14,916

	
	加入率
	66
	64
	63
	62
	61
	60

	老人クラブ
	団体数
	48
	48
	48
	48
	45
	45

	
	会員数
	2,071
	2,011
	1,937
	1,856
	1,691
	1,628

	地域福祉協議会
	団体数
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	
	会員数
	39
	40
	39
	36
	32
	30


資料：社会福祉課・総務課・市社会福祉協議会（各年３月末現在）

２　市民意識調査結果
（１）アンケート調査概要
令和８年度からの第３次地域福祉計画の策定にあたり、「地域福祉」に対する皆様の考え方や意見をお聞かせいただき、計画策定の基礎資料とするため実施しました。


	[bookmark: _Hlk148949920][bookmark: _Hlk148948422]対象者
	岩出市にお住まいの20歳以上の方の中から、無作為に2,500人

	方法
	郵送による配布・回収

	時期
	令和６年11月13日～令和６年12月20日

	調査票配布数
	2,500通

	調査票回収結果
	875通（35.0％）




（２）アンケート調査結果
地域での交流促進について
[bookmark: _Hlk213666534]地域での活動に参加しているかについて、「継続的に参加している」「ときどき参加している」を合わせた“参加している”の割合が31.6％、「あまり参加していない」「まったく参加していない」を合わせた“参加していない”の割合が66.8％となっています。

地域での活動に参加している人の割合

[image: ]



[image: ]










参加している活動について、「区・自治会活動」の割合が71.5％と最も高く、次いで「ボランティア活動」の割合が12.6％、「消防団・自主防災組織活動」の割合が11.2％となっています。

参加している活動
[image: ]


























地域での活動に参加していない理由について、「仕事や家事で忙しく、時間がない」の割合が51.7％と最も高く、次いで「どのような活動があるか知らない」の割合が30.3％、「知り合いがいないので参加しづらい」の割合が20.0％となっています。

地域での活動に参加していない理由
[image: ]





















地域で活動するきっかけづくりについて
福祉について関心を持っているかについて、「とても関心がある」「やや関心がある」を合わせた“関心がある”の割合が80.8％、「あまり関心がない」「まったく関心がない」を合わせた“関心がない”の割合が16.2％となっています。
令和元年度調査と比較すると、大きな変化はみられません。

福祉について関心を持っている人の割合
[image: ]



[image: ]







福祉のどの分野に関心があるかについて、「高齢者に関する福祉」の割合が79.5％と最も高く、次いで「子どもに関する福祉（子どもの貧困含む）」の割合が53.5％、「障害のある人に関する福祉」の割合が38.6％となっています。

関心のある福祉の分野

[image: ]


















福祉についての理解を深めるために必要な機会について、「福祉の制度、サ－ビス等について学ぶこと」の割合が62.9％と最も高く、次いで「小中学生が授業の一部として障害者施設等を訪問することや、交流する機会をつくること」の割合が32.5％、「介護を必要とする人やその家族の話を聞いたり、交流したりすること」の割合が30.9％となっています。

福祉についての理解を深めるために必要な機会

[image: ]













地域活動やボランティア活動などの助け合い活動を活性化させるために必要なことについて、「気軽に相談できる窓口を設置する」の割合が43.8％と最も高く、次いで「活動に関する情報の発信」の割合が39.0％、「若い世代の参加」の割合が23.4％となっています。

地域活動やボランティア活動などの助け合い活動を活性化させるために必要なこと
[image: ]


























「手助けしてほしいこと」は「災害時の手助け」の割合が43.3％と最も高く、次いで「安否確認の声かけ」の割合が30.1％、「特にない」の割合が29.4％となっています。

困りごとに対する地域での助け合い【手助けしてほしいこと】
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困りごとに対する地域での助け合いについて、【手助けできること】は「安否確認の声かけ」の割合が61.0％と最も高く、次いで「災害時の手助け」の割合が46.3％、「買い物の手伝い」の割合が30.2％となっています。

困りごとに対する地域での助け合い【手助けできること】
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声かけ・見守り体制の充実について
近所づきあいの程度について、「あいさつ程度」の割合が35.7％と最も高く、次いで「ときどき世間話や立ち話をする」の割合が23.1％、「ある程度親しく交流している」の割合が15.2％となっています。

近所づきあいの程度
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地域住民同士の付き合いや、地域との関わりについての考え方について、「隣人との助け合いや付き合いを大切にしたい」の割合が51.2％と最も高く、次いで「地域住民同士が相互に協力し地域をよくする活動を行っていきたい」の割合が28.8％、「時間に余裕のある人や、やる気のある人が地域と関わる方がよい」の割合が25.8％となっています。
令和元年度調査と比較すると、「時間に余裕のある人や、やる気のある人が地域と関わる方がよい」、「隣人との助け合いや付き合いを大切にしたい」、「時間に余裕のある人や、やる気のある人が地域と関わる方がよい」の割合が減少しています。

[image: ]地域住民同士の付き合いや、地域との関わりについての考え方
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隣近所における周囲の人の手助けや協力・支援が必要だと思われる家庭の有無について、「ひとり暮らしの高齢者や高齢者のみの家庭」の割合が29.6％と最も高く、次いで「特にいない」の割合が27.3％、「わからない」の割合が25.6％となっています。

隣近所における周囲の人の手助けや協力・支援が必要だと思われる家庭の有無
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社会的孤立やひきこもりの問題に対して地域でできることについて、「あいさつや声かけ」の割合が50.4％と最も高く、次いで「誰もが立ち寄れる居場所づくり」の割合が37.7％、「状態が深刻化する前に、行政や民生委員・児童委員に連絡する」の割合が36.2％となっています。

社会的孤立やひきこもりの問題に対して地域でできること
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地域福祉活動を行っている団体・組織、ＮＰＯ等への活動支援について
福祉関連で知っている団体や機関について、「民生委員・児童委員」の割合が67.0％と最も高く、次いで「社会福祉協議会」の割合が43.5％、「地域包括支援センター」の割合が42.6％となっています。
令和元年度調査と比較すると、「地域包括支援センター」「こども家庭センター（子育て世代包括支援センター）」の割合が増加しています。一方、「地域子育て支援センター」の割合が減少しています。

福祉関連で知っている団体や機関
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地域にある組織や団体に期待する活動について、「交通安全や防犯、防災などの活動」の割合が47.1％と最も高く、次いで「子ども、高齢者、障害児者への手助け」の割合が35.1％、「安否確認の声かけ」の割合が32.0％となっています。


[image: ]地域にある組織や団体に期待する活動



























地域における支え合い、助け合いを活発にするために重要と思う取組について、「地域の福祉活動に対する支援」の割合が32.1％と最も高く、次いで「困っている人と支援する人をつなぐコーディネーターの育成」の割合が29.6％、「地域での福祉活動の意義と重要性のＰＲ」の割合が28.1％となっています。


地域における支え合い、助け合いを活発にするために重要と思う取組
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福祉サービスの利用促進と質の向上について
福祉に関する情報の入手先について、「市広報紙」の割合が54.7％と最も高く、次いで「インタ－ネット」の割合が20.8％、「新聞・雑誌・テレビ・ラジオ」の割合が17.5％となっています。

福祉に関する情報の入手先
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年齢別にみると、「市広報紙」について20歳代で低く、「こども家庭センター」について30歳代で高く、「ケアマネジャー、ホームヘルパー」について80歳以上で高く、「自治会（回覧版）」について70歳代で高くなっています。

福祉に関する情報の入手先【年齢別】
単位：％　 
	区分
	回答者数（件）
	市役所の窓口
	市広報紙
	社会福祉協議会の窓口や広報誌
	民生委員・児童委員
	障害児者相談支援センター
	地域包括支援センター
	地域子育て支援センター
	こども家庭センター
	障害者自立支援協議会

	全  体
	875
	14.2 
	54.7 
	7.4 
	1.3 
	1.3 
	3.9 
	3.4 
	0.8 
	0.2 

	20歳代
	73
	9.6 
	21.9 
	4.1 
	－
	2.7 
	－
	11.0 
	1.4 
	－

	30歳代
	113
	9.7 
	42.5 
	2.7 
	－
	1.8 
	2.7 
	12.4 
	4.4 
	－

	40歳代
	129
	7.0 
	58.1 
	5.4 
	－
	2.3 
	1.6 
	3.9 
	0.8 
	－

	50歳代
	136
	16.2 
	57.4 
	6.6 
	－
	－
	4.4 
	1.5 
	－
	－

	60歳代
	190
	19.5 
	64.2 
	9.5 
	2.1 
	1.6 
	3.7 
	－
	－
	1.1 

	70歳代
	142
	17.6 
	64.8 
	9.2 
	3.5 
	0.7 
	7.0 
	0.7 
	－
	－

	80歳以上
	77
	15.6 
	54.5 
	13.0 
	2.6 
	－
	6.5 
	－
	－
	－



	区分
	ケアマネジャー、ホームヘルパー
	医療機関
	自治会（回覧版）
	家族、近所の人
	友人・知人
	新聞・雑誌・テレビ・ラジオ
	インターネット
	その他
	特にない
	無回答

	全  体
	5.4 
	8.0 
	13.5 
	14.1 
	8.9 
	17.5 
	20.8 
	1.4 
	9.0 
	5.1 

	20歳代
	5.5 
	5.5 
	2.7 
	21.9 
	11.0 
	12.3 
	28.8 
	5.5 
	23.3 
	2.7 

	30歳代
	0.9 
	8.8 
	7.1 
	15.9 
	15.9 
	6.2 
	31.0 
	2.7 
	13.3 
	4.4 

	40歳代
	3.1 
	9.3 
	9.3 
	15.5 
	11.6 
	10.1 
	34.1 
	0.8 
	7.8 
	4.7 

	50歳代
	4.4 
	10.3 
	8.8 
	8.8 
	8.8 
	16.2 
	25.0 
	－
	9.6 
	6.6 

	60歳代
	7.4 
	6.8 
	13.7 
	10.5 
	5.8 
	22.1 
	16.8 
	0.5 
	7.4 
	3.2 

	70歳代
	4.9 
	4.9 
	26.8 
	12.0 
	7.0 
	28.9 
	7.7 
	0.7 
	4.2 
	4.2 

	80歳以上
	14.3 
	13.0 
	22.1 
	23.4 
	3.9 
	24.7 
	5.2 
	－
	1.3 
	13.0 




福祉サ－ビスの利用状況について、「利用していた、または現在利用している」の割合が31.0％、「利用したことはない」の割合が65.8％となっています。

福祉サ－ビスの利用状況
[image: ]

[image: ]








利用経験の多いサービスについて、「子育て支援サ－ビス」の割合が21.0％、「高齢者福祉サ－ビス（介護含む）」の割合が61.3％、「障害福祉サ－ビス」の割合が19.2％となっています。
利用経験の多いサービス
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サ－ビスの利用に関する不都合・不満について、「特にない」の割合が45.8％と最も高く、次いで「福祉サ－ビスに関する情報が入手しづらかった」の割合が19.9％、「利用手続き（書類）が難しかった」の割合が12.9％となっています。

サ－ビスの利用に関する不都合・不満
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福祉サ－ビスを利用しない理由について、「利用する必要がない」の割合が53.6％と最も高く、次いで「家族で対応できる」の割合が31.4％、「利用の方法やどんなサ－ビスがあるかわからない」の割合が21.7％となっています。また、「どこに相談していいかわからない」の割合が12.0％となっています。

福祉サ－ビスを利用しない理由
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生活困窮者の自立支援の推進について
生活困窮者に対する支援で今後期待する取組について、「就労その他の自立に関する相談支援」の割合が55.1％と最も高く、次いで「就労に向けての訓練など段階に応じたあっせん、サポ－ト」の割合が41.1％、「経済的理由により学習の機会が少ない子どもに対しての学習支援」の割合が38.7％となっています。

生活困窮者に対する支援で今後期待する取組
[image: ]



















安全・安心の生活環境づくりについて
日ごろ行っている災害への備えについて、「食糧・飲料水を備蓄している」の割合が64.8％と最も高く、次いで「防災用品を備えている」の割合が43.1％、「緊急速報・防災メ－ルに登録している」の割合が32.2％となっています。

日ごろ行っている災害への備え
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災害発生時の備えとして重要なことについて、「自分や家族の避難方法の確認」の割合が79.5％と最も高く、次いで「災害時の緊急の連絡方法を家族や知り合いと話しておくこと」の割合が54.6％、「日ごろからの隣近所とのあいさつや声のかけあい」の割合が35.2％となっています。

災害発生時の備えとして重要なこと
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地域住民が取り組むべき課題や問題について、「防犯・防災の安全対策」の割合が59.7％と最も高く、次いで「急病・災害などの発生したときの対応」の割合が30.5％、「高齢者の社会参加や生きがいづくり」の割合が20.6％となっています。

地域住民が取り組むべき課題や問題
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住み慣れた地域で、安心して暮らしていくための福祉のあり方について、「移動手段の充実」の割合が39.9％と最も高く、次いで「福祉サ－ビスの充実」の割合が32.6％、「健康づくりや医療体制の充実」の割合が31.3％となっています。

住み慣れた地域で、安心して暮らしていくための福祉のあり方
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自立支援や権利擁護等に向けた取組の推進について
成年後見制度の認知度について、「知っている」の割合が32.9％、「よく知らないが、聞いたことはある」の割合が41.3％、「知らなかった」の割合が23.9％となっています。
令和元年度調査と比較すると、大きな変化はみられません。

[image: ]成年後見制度の認知度
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障害や認知症などで判断能力が低下した場合、困ることや支援してほしいことについて、「医療、介護や福祉サ－ビスの手続きに関すること」の割合が70.6％と最も高く、次いで「生活費など日々の支払いに関すること」の割合が57.4％、「預貯金、保険、年金などに関すること」の割合が54.4％となっています。

障害や認知症などで判断能力が低下した場合、困ることや支援してほしいこと
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成年後見制度を利用する場合の後見人について、「家族」の割合が78.3％と最も高く、次いで「専門職（弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門家）」の割合が31.1％、「わからない・未定」の割合が9.8％となっています。

成年後見制度を利用する場合の後見人
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成年後見制度の利用について、「わからない、利用したくない」と思う理由は、「どういうときに利用したらいいのかわからないから」の割合が37.9％と最も高く、次いで「制度内容や手続きがわかりにくいから」の割合が29.5％、「費用がどれくらいかかるか心配だから」の割合が24.2％となっています。

成年後見制度の利用について、「わからない、利用したくない」と思う理由
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高齢者・障害者・子どもへの虐待、配偶者からの暴力については、「聞いたことがある」の割合が高い順に、「子どもへの虐待」が13.6％、「配偶者からの暴力」が13.3％、「高齢者への虐待」が10.3％、「障害児者への虐待」が9.1％となっています。

高齢者・障害者・子どもへの虐待、配偶者からの暴力について
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周囲で虐待や暴力が発生していることが分かった時の対応方法については、「警察へ連絡（相談）する」の割合が37.3％と最も高く、次いで「市役所に連絡（相談）する」の割合が16.6％、「ご近所の人に連絡（相談）する」の割合が11.5％となっています。

周囲で虐待や暴力が発生していることが分かった時の対応方法
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３　団体意識調査結果
（１）アンケート調査概要
令和８年度からの第３次地域福祉計画策定にあたり、「地域福祉」に対する活動を実施されている方々から、日ごろの活動等の中で把握されている課題やご意見をお聞かせいただき、計画策定の基礎資料とするため実施しました。


	対象者
	岩出市内の地域団体及び組織、福祉団体、NPO法人、ボランティア団体等

	方法
	郵送及びＷＥＢによる配布・回収

	時期
	令和７年10月27日～令和７年11月14日

	調査票配布数
	15通

	調査票回収結果
	15通（100.0％）

	回答団体
	岩出市民生委員児童委員協議会
岩出地区地域福祉協議会
山崎地区地域福祉協議会
上岩出地区地域福祉協議会
岩出市身体障害者連盟
岩出市老人クラブ連合会
特定非営利活動法人fun-fun
ＮＰＯ法人　Ｃｏｍ子育て環境デザインルーム
いわで地域ボランティアネットワーク
(福)紀の国福樹会　特別養護老人ホーム　岩出憩い園
社会福祉法人　皆楽園
社会福祉法人　しらゆり福祉会
社会福祉法人　きのかわ福祉会
社会福祉法人　和歌山つくし会
くれーどる　ぽこ





（２）アンケート調査結果
課題解決に向けた取組について
活動を進めるうえで困っていることについては、「新しいメンバーが入らない」の割合が60.0％と最も高く、次いで「後継者がいない」の割合が33.3％、「住民に情報発信する場や機会が乏しい」の割合が13.3％となっています。

活動を進めるうえで困っていること
[image: ]












困っていること・課題の解決のために必要な支援については、「活動の担い手となる人材の育成」の割合が53.3％と最も高く、次いで「地域住民への地域福祉に関する意識の啓発」の割合が33.3％、「活動費などの経済的な支援」・「人的な支援」の割合が20.0％となっています。

困っていること・課題の解決のために必要な支援
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課題に取り組むための地域の担い手を増やす手段については、「住民が地域福祉について関心を深めるための学習の推進」の割合が60.0％と最も高く、次いで「住民が関心を持ち、身近に感じてもらえるようにするためのボランティア・市民活動団体(ＮＰＯ法人など)などの紹介や行事などの開催」の割合が53.3％、「経験と知識、技能を持つ高齢者のマンパワーの活用」の割合が46.7％となっています。

課題に取り組むための地域の担い手を増やす手段
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４　第２次計画の指標の実施状況
第２次計画の成果目標の結果は以下のとおりとなっています。

【基本目標１　一人ひとりのつながりづくり】
	指標名
	実績値
	目標値

	
	Ｒ１
	Ｒ２
	Ｒ３
	Ｒ４
	Ｒ５
	Ｒ６
	Ｒ７

	地域での活動に参加している市民の割合
	36.9%
	
	
	
	
	31.6%
	40.0%

	高齢者交流の場（介護予防に資する住民主体の通いの場）
	62か所
	90か所
	103か所
	114か所
	126か所
	125か所
	100か所



【基本目標２　住民同士が「支え合い、助け合う」関係づくり】
	指標名
	実績値
	目標値

	
	Ｒ１
	Ｒ２
	Ｒ３
	Ｒ４
	Ｒ５
	Ｒ６
	Ｒ７

	福祉についての関心がある市民の割合
	78.6%
	
	
	
	
	80.8%
	80.0%

	福祉ボランティアの人数
	324人
	299人
	235人
	246人
	184人
	148人
	328人



【基本目標３　安全で安心して生活できるまちづくり】
	指標名
	実績値
	目標値

	
	Ｒ１
	Ｒ２
	Ｒ３
	Ｒ４
	Ｒ５
	Ｒ６
	Ｒ７

	防災訓練に参加している市民の割合
	14.5%
	
	
	
	
	9.5%
	15.7%

	生活困窮者就労支援による新規就労率
	40.5%
	41.7%
	40.9%
	43.8%
	42.1%
	52.4%
	42.5%



【基本目標４　一人ひとりを認め合うまちづくり】
	指標名
	実績値
	目標値

	
	Ｒ１
	Ｒ２
	Ｒ３
	Ｒ４
	Ｒ５
	Ｒ６
	Ｒ７

	成年後見制度について知っている市民の割合
	31.7%
	
	
	
	
	32.9%
	40.0%

	「人権を考えるつどい」参加人数
	503人
	コロナ禍により中止
	540人
	410人
	510人






５　岩出市の地域福祉の課題
第２次計画の基本目標に位置付けられた施策ごとに、国の動向やアンケート調査結果から課題を整理しました。

[bookmark: _Toc215612853]基本目標１　一人ひとりのつながりづくり
主な課題
○転入者への区・自治会加入の勧奨、区・自治会への支援の強化。
○地域コミュニティの活動拠点となる集会所や公民館等の継続的な整備を推進。
○地域活動への参加者拡大に向け、活動内容の情報発信を強化する必要がある。

（１）地域コミュニティづくり
本市では、「地域共生社会」の実現に向けて、区・自治会への加入促進を図るとともに、区・自治会の相互間の連携強化に取り組むなど、地域の課題に対応し、解決できる地域コミュニティの形成に努めてきました。
今後も引き続き、転入者に対し区・自治会への加入を勧奨する取組を進めるとともに、区・自治会に対して様々な支援を行っていくことが必要です。また、地域コミュニティの活動拠点となる、集会所や公民館等の整備についても継続する必要があります。

（２）地域での交流促進
核家族化の進展、個人意識の加速などにより、近所付き合いや交流が希薄化している中、本市では、住民一人ひとりのつながりを深めていくため、夏まつり等のイベントや地域交流の場を充実させることにより、年代や居住年数の長さに関係なく、多くの住民が交流できるような機会の確保に努めてきました。
アンケート調査結果で、地域活動に参加している人の割合をみると、「継続的に参加している」と「ときどき参加している」が合わせて31.6％となっています。参加している活動は「区・自治会活動」が71.5％と最も高い割合です。
地域活動に参加していない理由は、「仕事や家事で忙しく、時間がない」が51.7％と最も高く、次いで「どのような活動があるか知らない」が30.3％、「知り合いがいないので参加しづらい」が20.0％と続きます。
地域活動に参加していない約７割の人のうち、３割が活動内容を知らないことを理由に挙げていることから、今後は、地域活動の活動内容等に関する情報発信を一層強化する必要があります。
また、知り合いがいないことも不参加の理由で多く挙げられているため、そのような人でも気軽に参加できるようなイベントや地域交流の場を開催するなどの取組も必要です。


[bookmark: _Toc215612854]基本目標２　住民同士が「支え合い、助け合う」関係づくり
主な課題
○福祉制度やサービスについて学ぶ機会や介護者との交流機会の充実、福祉への
理解促進
○同様の困難を抱える人同士が助け合える仕組みづくりや交流の促進
○あいさつなど日常の隣近所とのコミュニケーションの重要性についての周知啓発
○地域を良くしたい住民が行動しやすくなる仕組みづくり

（１）地域で活動するきっかけづくり
民生委員・児童委員や地域福祉活動団体等の人材・担い手不足が全国的な課題となっている中、本市では、住民一人ひとりが住んでいる地域に興味・関心を持てるよう、福祉や地域に関する講座等を実施することで地域福祉の意識の醸成を図るとともに、住民が地域活動やボランティア活動に参加するためのきっかけや場づくりに努めてきました。
アンケート調査結果で、福祉についての関心をみると、「とても関心がある」と「やや関心がある」が合わせて80.8％となっています。前回調査と大きな変化はありません。また、関心のある福祉の分野は、「高齢者に関する福祉」が79.5％と最も高く、次いで「子どもに関する福祉（子どもの貧困含む）」が53.5％、「障害のある人に関する福祉」が38.6％と続きます。
福祉についての理解を深めるために必要な機会は、「福祉の制度、サ－ビス等について学ぶこと」が62.9％と最も高く、次いで「小中学生が授業の一部として障害者施設等を訪問することや、交流する機会をつくること」が32.5％、「介護を必要とする人やその家族の話を聞いたり、交流したりすること」が30.9％となっています。
地域活動やボランティア活動などの助け合い活動を活性化させるために必要なことは、「気軽に相談できる窓口を設置する」が43.8％と最も高く、次いで「活動に関する情報の発信」が39.0％、「若い世代の参加」が23.4％となっています。
困りごとに対する地域での助け合いについては、「手助けできること」は、「安否確認の声かけ」が61.0％と最も高く、次いで「災害時の手助け」が46.3％、「買い物の手伝い」が30.2％で、「手助けしてほしいこと」は、「災害時の手助け」が43.3％と最も高く、次いで「安否確認の声かけ」が30.1％、「特にない」が29.4％となっています。また、「手助けできること」と同じ内容を、「手助けしてほしいこと」で答えている人が多い傾向がみられます。
今後も引き続き、住民の関心に応じた福祉に関する講座等を開催することで地域福祉の醸成を図っていく必要があります。また、福祉についての理解を深めるために、制度やサービス等について学ぶ機会や、障害者・高齢者等の介護に取り組んでいる人と交流する機会の充実が求められています。そして、住民が実際に助け合いの活動に取り組むためには、地域活動やボランティア活動に関する情報を市が積極的に発信し続けていくことが重要です。活動に関して気軽に相談できる相談窓口の設置も強く求められています。
さらに、住民の助け合いの意識の方向性をみると、同じ困りごとを抱える人同士で助け合いたいと思っている傾向がうかがえます。そのような人たちが交流し、助け合えるような仕組みづくりも必要です。

（２）声かけ・見守り体制の充実
本市では、住民の誰一人として地域で孤立しないことを目標に、隣近所や民生委員・児童委員、地域見守り協力員、民間事業者などが連携し、各地域の実情に応じた声かけや見守り、安否確認等を行う体制の充実を図ってきました。
アンケート調査結果では、近所づきあいの程度について、「あいさつ程度」が35.7％と最も高く、次いで「ときどき世間話や立ち話をする」が23.1％、「ある程度親しく交流している」が15.2％と続きます。
地域住民同士の付き合いや、地域との関わりについての考え方は、「隣人との助け合いや付き合いを大切にしたい」が51.2％と最も高く、次いで「地域住民同士が相互に協力し地域をよくする活動を行っていきたい」が28.8％、「時間に余裕のある人や、やる気のある人が地域と関わる方がよい」が25.8％となっています。前回調査から「地域住民同士が相互に協力し地域をよくする活動を行っていきたい」と「隣人との助け合いや付き合いを大切にしたい」の割合が減少しています。
隣近所における周囲の人の手助けや協力・支援が必要だと思われる家庭の有無については、「ひとり暮らしの高齢者や高齢者のみの家庭」が29.6％と最も高く、次いで「特にいない」が27.3％、「わからない」が25.6％となっています。
社会的孤立やひきこもりの問題に対して地域でできることは、「あいさつや声かけ」が50.4％と最も高く、次いで「誰もが立ち寄れる居場所づくり」が37.7％、「状態が深刻化する前に、行政や民生委員・児童委員に連絡する」が36.2％と続きます。
今後も引き続き、あいさつなどで隣近所の人と日頃からコミュニケーションをとることの重要性を周知啓発していく必要があります。また、隣人とのつながりを大切にしたい人や、相互に協力して地域をよくしていきたいと思っている人が、実際に行動しやすくなるような取組も必要です。そして現在、隣近所から孤立している人や家庭が、行政や地域の支援につながることができるように、相談や支援を行う窓口を周知することや、その内容を充実させることも重要です。

（３）地域福祉活動を行っている団体・組織、ＮＰＯ等への活動支援
本市では、地域福祉の推進に関する取組を行っている様々な団体・組織、ＮＰＯ等について、それらの団体等が置かれている状況やニーズ等を十分に把握するよう努めるとともに、運営や活動を支援してきました。
アンケート調査結果では、福祉関連で知っている団体や機関は、「民生委員・児童委員」が67.0％と最も高く、次いで「社会福祉協議会」が43.5％、「地域包括支援センター」が42.6％となっています。前回調査から、「地域包括支援センター」「こども家庭センター（子育て世代包括支援センター）」の割合が増加している一方、「地域子育て支援センター」の割合が減少しています。
地域にある組織や団体に期待する活動については、「交通安全や防犯、防災などの活動」が47.1％と最も高く、次いで「子ども、高齢者、障害児者への手助け」が35.1％、「安否確認の声かけ」が32.0％と続きます。
地域における支え合い、助け合いを活発にするために重要と思う取組は、「地域の福祉活動に対する支援」が32.1％と最も高く、次いで「困っている人と支援する人をつなぐコーディネーターの育成」が29.6％、「地域での福祉活動の意義と重要性のＰＲ」が28.1％となっています。
今後も引き続き、福祉関連の団体や機関について市民に周知啓発を行うことで、活動の活発化を図っていく必要があります。また、活動内容に市民の意見を反映することや、活発化に関する市民の意見を積極的に取り入れていくことも重要です。


基本目標３　安全で安心して生活できるまちづくり
主な課題
○孤立しがちな人々が行政や地域支援にアクセスできる相談窓口の周知強化。
○福祉関連団体や機関の認知度向上、活動活性化の推進。
○地域包括ケアシステムの構築や複合的な課題を持つ人への包括的な相談体制の整備。
○多世代に対応する媒体を活用した、福祉情報の提供。
○生活困窮者が抱える多様な課題への支援体制の整備。
○災害への備えの重要性の周知と、防災組織の活動促進。

（１）相談支援・情報提供の充実
本市では、すべての住民が安心して生活を送ることを目標に、地域や専門の相談窓口の周知と機能の充実を図りました。また、従来の周知方法に加え、ＳＮＳなどの新たなコミュニケーションツールを活用し、効果的かつ効率的な情報の発信・提供に努めてきました。
今後も引き続き、誰もが住み慣れた地域で自分らしく暮らし続けることができるように、地域包括ケアシステムの構築や、複合的な課題を抱える人たちの相談を包括的に受け止める体制の整備を推進する必要があります。



（２）福祉サービスの利用促進と質の向上についての課題
本市では、支援を必要とするすべての住民が福祉サービスを利用できることを目標に、様々な媒体や機会を活用した福祉サービスの周知啓発や情報提供を進めてきました。また、福祉サービスの質の確保と向上にも取り組んできました。
アンケート調査結果では、福祉に関する情報の入手先について、「市広報紙」が54.7％と最も高く、次いで「インタ－ネット」が20.8％、「新聞・雑誌・テレビ・ラジオ」が17.5％となっています。年齢別にみると、「市広報紙」について20歳代で低く、「こども家庭センター」について30歳代で高く、「ケアマネジャー、ホームヘルパー」について80歳以上で高く、「自治会（回覧版）」について70歳代で高くなっています。
福祉サ－ビスの利用状況は、利用経験がある人が31.0％、ない人が65.8％となっています。利用経験の多いサービスは、「子育て支援サ－ビス」が21.0％、「高齢者福祉サ－ビス（介護含む）」が61.3％、「障害福祉サ－ビス」が19.2％です。サ－ビスの利用に関する不都合・不満は、「特にない」が45.8％と最も高く、次いで「福祉サ－ビスに関する情報が入手しづらかった」が19.9％、「利用手続き（書類）が難しかった」が12.9％と続きます。
また、福祉サ－ビスを利用しない理由は、「利用する必要がない」が53.6％と最も高く、次いで「家族で対応できる」が31.4％、「利用の方法やどんなサ－ビスがあるかわからない」が21.7％。また、「どこに相談していいかわからない」が12.0％となっています。
今後も引き続き、様々な年代に向けて、多様な媒体で福祉に関する情報を提供していく必要があります。また、福祉サービスに対する不満や、サービスを利用しない理由として、情報が入手しづらいという意見が多く挙がっているため、情報の内容や提供方法について見直しを行い、充実を図っていくことも重要です。


（３）生活困窮者の自立支援の推進
本市では、生活困窮者の早期発見や情報把握に努めるとともに、生活困窮者それぞれが抱える多様な課題に対応した自立支援を図る取組を進めてきました。
アンケート調査結果では、生活困窮者に対する支援で今後期待する取組は、「就労その他の自立に関する相談支援」が55.1％と最も高く、次いで「就労に向けての訓練など段階に応じたあっせん、サポ－ト」が41.1％、「経済的理由により学習の機会が少ない子どもに対しての学習支援」が38.7％となっています。
今後も引き続き、生活困窮者の一人ひとりが抱える多様な課題に対応した支援体制の整備を図っていく必要があります。特に、就労や学習に関する支援をより充実させることが求められています。



（４）安全・安心の生活環境づくり
本市では、災害時の対応や支援を充実させていくとともに、自主防災組織の結成や活動の活性化等を図ることで、災害が起きた時に安全な避難や支え合いができる地域づくり・関係づくりを進めました。また、高齢者等の自家用乗用車等による移動が困難な人に向けた移動手段として、公共交通の維持確保及び利用促進に努めてきました。
アンケート調査結果では、日ごろ行っている災害への備えについて、「食糧・飲料水を備蓄している」が64.8％と最も高く、次いで「防災用品を備えている」が43.1％、「緊急速報・防災メ－ルに登録している」が32.2％となっています。
災害発生時の備えとして重要なことは、「自分や家族の避難方法の確認」が79.5％と最も高く、次いで「災害時の緊急の連絡方法を家族や知り合いと話しておくこと」が54.6％、「日ごろからの隣近所とのあいさつや声のかけあい」が35.2％と続きます。
地域住民が取り組むべき課題や問題は、「防犯・防災の安全対策」が59.7％と最も高く、次いで「急病・災害などの発生したときの対応」が30.5％、「高齢者の社会参加や生きがいづくり」が20.6％となっています。年齢別にみると、20歳代で「若者のひきこもりの問題」が高く、30歳代で「乳幼児期の子育て支援」について高くなっています。
住み慣れた地域で、安心して暮らしていくための福祉のあり方は、「移動手段の充実」が39.9％と最も高く、次いで「福祉サ－ビスの充実」が32.6％、「健康づくりや医療体制の充実」が31.3％となっています。
今後も引き続き、日ごろから災害発生時に備えることの重要性を周知するとともに、防災組織等の活動を促進させていく必要があります。市民の防災意識を高揚し、維持していくことが重要です。また、地域住民が取り組むべき課題として、若年層から「若者のひきこもりの問題」と「乳幼児期の子育て支援」が挙げられているため、これらに対する支援も必要です。
そして、公共交通機関の整備にも継続して取り組む必要があります。住民からも移動手段の充実を強く求められています。



基本目標４　一人ひとりを認め合うまちづくり
主な課題
○人権教育の推進を通じ、障害者差別解消や男女共同参画の精神の醸成。
○成年後見制度の周知の強化、内容や利用目的の理解の促進。
○虐待や暴力の正しい知識や対応方法の周知、早期発見と迅速対応の実現。

（１）人権教育・啓発の推進
本市では、判断能力が十分でない人などの権利が守られ、その人らしく生活できるよう、権利擁護に関する取組を推進しました。また、児童、高齢者、障害のある人への虐待等の防止、早期発見・早期対応等に向けた取組も進めてきました。
アンケート調査結果では、成年後見制度の認知度について、「知っている」が32.9％、「よく知らないが、聞いたことはある」が41.3％、「知らなかった」が23.9％となっています。前回調査から大きな変化はみられません。
将来、障害や認知症などで判断能力が低下した場合、困ることや支援してほしいことは、「医療、介護や福祉サ－ビスの手続きに関すること」が70.6％と最も高く、次いで「生活費など日々の支払いに関すること」が57.4％、「預貯金、保険、年金などに関すること」が54.4％と続きます。
成年後見制度を利用する場合の後見人として、「家族」が78.3％と最も高く、次いで「専門職（弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門家）」が31.1％、「わからない・未定」が9.8％となっています。また、成年後見制度の利用について、「わからない、利用したくない」と思う理由は、「どういうときに利用したらいいのかわからないから」が37.9％と最も高く、次いで「制度内容や手続きがわかりにくいから」が29.5％、「費用がどれくらいかかるか心配だから」が24.2％となっています。
高齢者・障害者・子どもへの虐待、配偶者からの暴力については、「聞いたことがある」の割合が高い順に、「子どもへの虐待」が13.6％、「配偶者からの暴力」が13.3％、「高齢者への虐待」が10.3％、「障害児者への虐待」が9.1％となっています。
周囲で虐待や暴力が発生していることが分かった時の対応方法は、「警察へ連絡（相談）する」が37.3％と最も高く、次いで「市役所に連絡（相談）する」が16.6％、「ご近所の人に連絡（相談）する」が11.5％と続きます。
成年後見制度について、内容を知らない人や利用目的がわからない人が多くみられることから、今後は制度の内容の周知を一層強化する必要があります。成年後見制度を利用することで、判断能力が低下した際にどのような支援が受けられるのか、わかりやすく周知することが重要です。また、成年後見制度自体の手続きや費用に関する不安を解消することも求められています。


そして、高齢者・障害者・子どもへの虐待、配偶者からの暴力について、「聞いたことがある」がそれぞれ約１割存在することから、身近に虐待や暴力の存在を感じている人が一定数いることがうかがえます。今後も、虐待や暴力に関する正しい知識や、発生時の適切な対応方法について周知啓発を続けることで、虐待や暴力の早期発見と迅速な対応の実現を目指していく必要があります。





[bookmark: _Toc215612857]第３章　　　　計画の基本的な考え方


[bookmark: OLE_LINK2]
１　計画の基本理念
[bookmark: OLE_LINK14]わが国では、少子高齢化の進行や家族形態の多様化、地域コミュニティのつながりの希薄化などにより、地域における支援のあり方が大きく変化しています。また、経済的困窮、障害、介護、子育て、ひとり親、孤立など複数の課題を抱える世帯が増え、生活上の問題は一層複雑かつ多様化しています。
本市においても、高齢化の進展とともに、単身世帯や高齢者のみ世帯などが増加しており、地域の支え合いの重要性が一層高まっています。
こうした中で、誰もが住み慣れた地域で安心して自分らしく暮らし続けるためには、行政だけでなく、住民、地域団体、社会福祉協議会、NPO、企業など、多様な主体が地域の課題を共有し、互いに力を合わせて取り組むことが求められています。
そのため、本市では、第１次計画で掲げた「みんなで支え合い安心して暮らせる笑顔のいわで　～参加と協働による共生社会の実現～」を基本理念として引き続き継承し、地域の誰もがつながり、支え合いながら、多様な価値観や生き方を認め合う地域共生社会の実現をめざします。
[bookmark: OLE_LINK40]今後は、複雑・複合化する課題にも切れ目なく対応できるよう、包括的な支援体制の整備と、住民主体の参加と協働による地域づくりを一層推進していきます。



[bookmark: OLE_LINK39][bookmark: OLE_LINK13]みんなで支え合い安心して暮らせる笑顔のいわで
～参加と協働による共生社会の実現～


[bookmark: OLE_LINK7]
２　計画の基本目標
基本理念の実現に向けて、以下の基本目標を設定します。
[bookmark: OLE_LINK4]
[bookmark: _Toc215612860]基本目標１　一人ひとりのつながりづくり
[bookmark: OLE_LINK15]人口減少や少子高齢化の進行に伴い、本市においても、地域福祉を支える担い手の高齢化や新たな担い手の確保が課題となっています。加えて、地域コミュニティ内でのつながりや支え合いの希薄化が進んでおり、地域のつながりを再構築することが求められています。
このため、区・自治会への活動支援や、地域住民が気軽に集い、交流できる居場所や活動拠点の充実を図ります。
また、地域住民の支え合いの機能を高めるとともに、地域と支援機関をつなぐ仕組みを充実させ、誰もが地域の一員として安心して暮らし、参加できる地域づくりを進めます。


[bookmark: _Toc215612861][bookmark: OLE_LINK5]基本目標２　住民同士が「支え合い、助け合う」関係づくり
[bookmark: OLE_LINK21]誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、地域における支え合いの機能をさらに強化します。そのために、住民、関係団体・機関、福祉関係者、行政が相互に連携し、地域の課題を共有しながら、日常的に助け合い・見守り合う関係を強化していきます。
また、地域活動のきっかけづくりとして、活動内容の積極的な情報発信や、福祉制度・サービスについて学ぶ機会の充実を図ります。
さらに、あいさつや声掛け・見守りなど日常的な隣近所のコミュニケーションの大切さを広め、地域をより良くしたいと願う住民が行動しやすい環境づくりに取り組みます。
[bookmark: OLE_LINK6]

[bookmark: _Toc215612862]基本目標３　安全で安心して暮らせるまちづくり
[bookmark: OLE_LINK25]住民一人ひとりが安全で安心して暮らすことができる地域をつくるため、行政、福祉関連団体、地域組織が連携し、複合的な課題を抱える人も含め、誰もが必要な支援や情報にアクセスできる体制を整備します。
特に、孤立しがちな人や生活困窮者への早期把握と包括的支援に取り組むとともに、部局横断的ケース会議やアウトリーチ活動を通じて支援機関間の連携を強化します。
また、多世代に対応した媒体を活用した福祉情報の提供や、防災組織の活動促進、災害への備えに関する周知にも努め、地域全体で安全・安心な生活基盤をつくります。



[bookmark: _Toc215612863]基本目標４　一人ひとりを認め合うまちづくり
[bookmark: OLE_LINK35]地域福祉を推進していくうえで、「住民がそれぞれの多様性を認め合い、一人ひとりの人権を尊重し、共に支え合う」という視点が基本であり、引き続き、地域や関係機関と協働して取り組む必要があります。
そのためには、住民一人ひとりが性別・年齢・国籍・障害の有無等に関わらず、お互いを尊重し合い、判断能力が十分でない人、刑を終えて出所した方の包摂的な支援などの権利を守る必要があります。
また、障害者差別や男女共同参画に関する理解等、あらゆる虐待や差別等が起こることがないよう、誰もが自分らしく、いきいきと暮らし、一人ひとりを認め合うことができる関係づくりに取り組みます。



３　岩出市版包括的支援体制の構築
岩出市では、「みんなで支え合い安心して暮らせる笑顔のいわで～参加と協働による共生社会の実現～」という理念のもと、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくりを目指しています。
この理念を実現するために、市は住民・関係機関・各種団体・行政が連携しながら、地域の福祉課題に住民同士で支え合う仕組みをつくってきました。そのようななかで、福祉支援の現場では、制度の枠組みと支援ニーズとの間にずれが生じ支援者が支援のしづらさを感じる場面があります。
加えて、人的資源が限られる中で、分野横断的な対応を一人の支援者に依存しがちであるという課題もあります。こうした背景を受け、岩出市においても、国の地域共生社会に向けた包括的な支援体制の構築のための方向性を踏まえて、各施策に包括的支援体制の構築につながる視点を取り入れ、岩出市版の包括的な支援体制の構築につなげます。

[bookmark: OLE_LINK55]●地域で支え合う機能の強化
・居場所・交流の場の整備
地域住民が気軽に集まり、交流できる機会（サロンなど）と場（集会所、公民館など）を整備し、継続に実施できる支援を行う。
[bookmark: OLE_LINK54]・見守り機能の充実
高齢者や子ども、障害のある人など孤立しやすい人への日常的な見守り体制を構築する。
・地域住民等の担い手の育成
地域住民やボランティア、関係団体などが主体的に関われるよう、担い手の発掘・育成や活動の継続に向けた支援を行う。
[bookmark: OLE_LINK56]●支援機関同士の連携
・部局横断的ケース会議の実施
複合的・複雑化した課題を抱える住民に対して、市役所の福祉・医療・教育部局や福祉専門職が連携し、情報共有・対応方針を協議する体制を構築する。複合的・複雑化したケースを検討する会議については、開催方法、対象、個人情報の適切な取扱い等を整理し、継続的に開催できる仕組みを構築する。
・分野横断的に対応できる人材育成
分野横断的な課題に対して、他部署と連携ができるよう、横断的なケースに対応できる人材の育成に取り組む。
●困り事を抱えた人と支援機関をつなぐ仕組み
・地域の気づきを支援につなぐ体制整備
地域住民が見守り活動を通じて把握した困り事や変化について、必要に応じて支援機関につなぐ仕組みを整備し、地域の気づきが支援につながる流れを構築する。
・支援が届きにくい人への訪問・相談支援
困り事を抱えた人で支援が届きにくい人に対して、地域住民や支援機関が直接訪問し、相談・支援の機会の提供につなげる。また、継続的に関われる体制を確保し、地域住民と支援機関をつなぐ役割を担う調整役（コーディネーター等）を中心に、関係機関と連携して支援を行う。
・ニーズに応じた居場所・支援へのつなぎ
地域住民や支援機関が把握した困り事を抱えた人について、その人のニーズに応じた、居場所や支援につながるようサポートする。


岩出市版包括的支援体制の構築のイメージ
[image: ]



４　施策体系（１）地域コミュニティづくり
［ 基本理念 ］
［ 施策の方向性 ］
［ 基本目標 ］

[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: _Hlk213928668][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11][bookmark: _Hlk213928677]岩出市版包括的支援体制の構築
（２）地域での交流促進

１　一人ひとりのつながりづくり
みんなで支え合い安心して暮らせる笑顔のいわで
～参加と協働による共生社会の実現～


（１）地域で活動するきっかけづくり


	
（２）声掛け・見守り体制の充実


２　住民同士が「支え合い、助け合う」関係づくり
（３）地域福祉活動を行っている団体・組織、
ＮＰＯ等への活動支援



（１）相談支援・情報提供の充実



（２）福祉サービスの利用促進と質の向上


３　安全で安心して暮らせるまちづくり
（３）生活困窮者の自立支援の推進



（４）安全・安心の生活環境づくり



（５）災害に強い地域づくり


（１）人権教育・啓発の推進



（２）自立支援や権利擁護等に向けた取組の
推進



４　一人ひとりを認め合うまちづくり
（３）刑を終えて出所した方の包摂的な支援




０～14歳	
岩出市	和歌山県	全国	13.00800976710631	10.904950911456622	11.519371533819692	15～64歳	
岩出市	和歌山県	全国	62.317097985534318	55.47071115959362	59.713584473296258	65歳以上	
岩出市	和歌山県	全国	24.674892247359367	33.624337928949757	28.767043992884052	
岩出市	和歌山県	全国	岩出市	和歌山県	全国	




世帯数	





平成12年	平成17年	平成22年	平成27年	令和２年	16178	17771	19529	20744	21965	１世帯あたりの人員	


平成12年	平成17年	平成22年	平成27年	令和２年	2.94	2.82	2.67	2.5299999999999998	2.46	平成12年	平成17年	平成22年	平成27年	令和２年	
（世帯）

（人）




65歳以上	
平成31年	令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	令和６年	12096	12382	12694	12967	13149	13339	高齢化率	
平成31年	令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	令和６年	22.4	22.9	23.50958422076118	23.941581580842303	24.253435396108088	24.674892247359367	後期高齢化率	
平成31年	令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	令和６年	9.9	10.3	10.630613945735716	10.911910784512841	11.740293276768423	12.453060544960136	
平成31年	令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	令和６年	
（人）

（％）





高齢者のひとり暮らし世帯（市）	
平成12年	平成17年	平成22年	平成27年	令和２年	3.4862158486833974	4.9068707444713295	6.2932049772133754	8.9327034323177799	9.7427725927612112	高齢者のひとり暮らし世帯（全国）	
平成12年	平成17年	平成22年	平成27年	令和２年	6.5	7.9	9.1999999999999993	11.1	12.057826316293728	
平成12年	平成17年	平成22年	平成27年	令和２年	平成12年	平成17年	平成22年	平成27年	令和２年	
（％）



高齢者のいる世帯（市）	
平成12年	平成17年	平成22年	平成27年	令和２年	23.117814315737419	25.991784367790221	29.233447693174252	34.843810258387968	36.776690188936946	高齢者のいる世帯（全国）	
平成12年	平成17年	平成22年	平成27年	令和２年	32.200000000000003	35.1	37.299999999999997	40.700000000000003	40.669691664200244	
平成12年	平成17年	平成22年	平成27年	令和２年	平成12年	平成17年	平成22年	平成27年	令和２年	
（％）



高齢者夫婦のみ世帯（市）	
平成12年	平成17年	平成22年	平成27年	令和２年	5.1736926690567442	7.0226773957571318	8.8944646423267972	10.98148862321635	12.223992715684043	高齢者夫婦のみ世帯（全国）	
平成12年	平成17年	平成22年	平成27年	令和２年	7.8	9.1	10.1	11.4	11.729469494712221	
平成12年	平成17年	平成22年	平成27年	令和２年	平成12年	平成17年	平成22年	平成27年	令和２年	
（％）



要支援１	
令和元年	令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	令和６年	477	456	492	539	504	460	要支援２	
令和元年	令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	令和６年	317	296	282	273	292	309	要介護１	
令和元年	令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	令和６年	278	287	316	327	293	336	要介護２	
令和元年	令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	令和６年	282	288	285	268	293	297	要介護３	
令和元年	令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	令和６年	284	282	281	268	269	253	要介護４	
令和元年	令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	令和６年	260	271	278	283	262	286	要介護５	
令和元年	令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	令和６年	183	186	190	189	194	205	
令和元年	令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	令和６年	2081	2066	2124	2147	2107	2146	令和元年	令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	令和６年	
（人）






岩出市	
令和元年	令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	令和６年	17	16.5	16.600000000000001	16.5	16	16	和歌山県	
令和元年	令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	令和６年	22	21.9	22.003309495930868	22.057913444122956	21.987292277614859	22.036688540149569	全国	
令和元年	令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	令和６年	18.5	18.600000000000001	18.816403764101469	19.061824659750133	19.286555995492417	19.681108457442036	
（％）



１級	
令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	令和６年	令和７年	476	485	500	515	509	508	２級	
令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	令和６年	令和７年	289	287	281	285	282	280	３級	
令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	令和６年	令和７年	352	352	345	339	352	348	４級	
令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	令和６年	令和７年	491	485	482	488	494	486	５級	
令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	令和６年	令和７年	152	147	154	157	161	158	６級	
令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	令和６年	令和７年	133	128	134	138	139	144	
令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	令和６年	令和７年	1893	1884	1896	1922	1937	1924	令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	令和６年	令和７年	
（人）






視覚障害	
令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	令和６年	令和７年	103	101	99	101	102	103	聴覚障害	
令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	令和６年	令和７年	159	164	165	174	175	173	肢体不自由	
令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	令和６年	令和７年	1065	1042	1031	1026	1023	1018	内部障害	
令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	令和６年	令和７年	540	549	571	593	609	603	音声・言語障害	
令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	令和６年	令和７年	26	27	29	27	27	26	
令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	令和６年	令和７年	1893	1883	1895	1921	1936	1923	令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	令和６年	令和７年	
（人）






Ａ１	
令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	令和６年	令和７年	72	71	72	72	72	77	Ａ２	
令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	令和６年	令和７年	80	83	84	86	87	85	Ｂ１	
令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	令和６年	令和７年	117	117	120	118	124	132	Ｂ２	
令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	令和６年	令和７年	251	265	266	276	285	308	
令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	令和６年	令和７年	520	536	542	552	568	602	令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	令和６年	
（人）




１級	
令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	令和６年	令和７年	41	46	47	49	42	40	２級	
令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	令和６年	令和７年	209	218	233	254	276	287	３級	
令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	令和６年	令和７年	174	176	198	238	269	278	
令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	令和６年	令和７年	
令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	令和６年	令和７年	
令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	令和６年	令和７年	
令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	令和６年	令和７年	
令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	令和６年	令和７年	424	440	478	541	587	605	令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	令和６年	令和７年	
（人）




出生数	
平成31年	令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	令和６年	416	414	406	411	350	327	出生率	
平成31年	令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	令和６年	7.716850931216146	7.6675186131792428	7.5192147421057509	7.5884861800926871	6.455777921239509	6	和歌山県出生率	
平成31年	令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	令和６年	6.088546731384473	6.0654456132408638	5.8713945488224404	5.5941498303895694	5.3695689092873859	4.9447222535495028	全国出生率	
平成31年	令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	令和６年	6.9424220350775974	6.7788055207681248	6.555816637301155	6.2627105468651418	5.9713813476634412	5.6886415861610473	
（人）

（‰）



岩出市	
平成15～19年	平成20～24年	平成25～29年	平成30～令和４年	1.51	1.57	1.58	1.46	和歌山県	
平成15～19年	平成20～24年	平成25～29年	平成30～令和４年	1.36	1.46	1.5	1.42	全国	
平成15～19年	平成20～24年	平成25～29年	平成30～令和４年	1.31	1.38	1.43	1.33	



母子世帯	
平成12年	平成17年	平成22年	平成27年	令和２年	327	477	534	559	533	父子世帯	
平成12年	平成17年	平成22年	平成27年	令和２年	37	51	44	55	53	
平成12年	平成17年	平成22年	平成27年	令和２年	
（世帯）





岩出市	
平成12年	平成17年	平成22年	平成27年	令和２年	2.02	2.68	2.73	2.69	2.4300000000000002	和歌山県	
平成12年	平成17年	平成22年	平成27年	令和２年	1.58	1.92	1.93	1.93	1.65	全国	
平成12年	平成17年	平成22年	平成27年	令和２年	1.34	1.53	1.46	1.42	1.1599999999999999	平成12年	平成17年	平成22年	平成27年	令和２年	
（％）




岩出市	
平成12年	平成17年	平成22年	平成27年	令和２年	0.23	0.28999999999999998	0.23	0.27	0.24	和歌山県	
平成12年	平成17年	平成22年	平成27年	令和２年	0.22	0.22	0.22	0.2	0.17	全国	
平成12年	平成17年	平成22年	平成27年	令和２年	0.19	0.19	0.17	0.16	0.13370625292198005	平成12年	平成17年	平成22年	平成27年	令和２年	
（％）




被保護実世帯	
令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	令和６年	令和７年	311	317	327	356	366	380	保護率（岩出市）	
令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	令和６年	令和７年	7.1	6.9	6.8	7.5	7.6	8	保護率（和歌山県）	
令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	令和６年	令和７年	15.9	15.9	15.9	15.8	16	16.2	保護率（全国）	
令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	令和６年	令和７年	16.399999999999999	16.399999999999999	16.250410165674761	16.250410165674761	16.3	16.2	令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	令和６年	令和７年	
（世帯）

（‰）



０～14歳	






平成31年	令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	令和６年	7629	7497	7348	7251	7182	7032	15～64歳	






平成31年	令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	令和６年	34183	34115	33953	33943	33884	33688	65歳以上	






平成31年	令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	令和６年	12096	12382	12694	12967	13149	13339	
平成31年	令和２年	令和３年	令和４年	令和５年	令和６年	53908	53994	53995	54161	54215	54059	高齢化率	
22.4	22.9	23.50958422076118	23.941581580842303	24.253435396108088	24.674892247359367	
（人）

（％）






9
image1.emf
継続的に参加している ときどき参加している あまり参加していない

まったく参加していない 無回答


image2.emf
回答者数 =

　 875

11.4 20.2 27.1 39.7 1.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%


image3.emf
回答者数 = 277 ％

区・自治会活動

子ども会活動

老人クラブ活動

ＰＴＡ・保護者会・育友会活動

子育てサ－クル活動

スポ－ツ団体の活動

趣味などのサ－クル活動

消防団・自主防災組織活動

社会福祉に関する委員や団体の活動

社会福祉協議会での活動

ボランティア活動

その他

無回答

71.5

6.9

5.4

7.6

1.8

9.7

10.8

11.2

2.9

2.9

12.6

4.0

1.4

0 20 40 60 80


image4.emf
回答者数 = 584 ％

仕事や家事で忙しく、時間がない

身体の調子が悪く参加できない

知り合いがいないので参加しづらい

どのような活動があるか知らない

自分の時間を持ちたい

参加方法が分からない

興味がない

家族の理解が得られない

自分には必要がない

その他

特に理由はない

無回答

51.7

9.2

20.0

30.3

11.0

13.2

9.8

0.5

3.1

3.6

9.1

4.1

0 20 40 60


image5.emf
とても関心がある やや関心がある あまり関心がない

まったく関心がない 無回答


image6.emf
回答者数 =

令和６年度調査 875

令和元年度調査 936

31.2

32.7

49.6

45.9

14.7

13.7

1.5

1.2

3.0

6.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%


image7.emf
回答者数 = 707 ％

子どもに関する福祉（子どもの貧困含む）

高齢者に関する福祉

障害のある人に関する福祉

ひとり親世帯に関する福祉

低所得者に関する福祉

ひきこもりの人に関する福祉

外国人への支援

１～７以外の支援を必要とする人に対する福祉

その他

無回答

53.5

79.5

38.6

22.6

28.9

15.1

6.2

4.4

0.8

0.3

0 20 40 60 80


image8.emf
回答者数 = 875 ％

福祉の制度、サ－ビス等について学ぶこと

介護体験や介護を必要とする人の疑似体験などを

とおし、学ぶこと

介護を必要とする人やその家族の話を聞いたり、

交流したりすること

手話や点字、要約筆記、介護方法などの技術を習

得すること

地域の福祉について市民同士が課題を気軽に話し

合える場をつくること

小中学生が授業の一部として障害者施設等を訪問

することや、交流する機会をつくること

その他

特になし

無回答

62.9

21.0

30.9

10.7

22.4

32.5

2.5

6.9

4.3

0 20 40 60 80


image9.emf
回答者数 = 875 ％

気軽に相談できる窓口を設置する

活動の拠点や場所を整備する

交通費などの経済的な援助

活動に関する研修や講習会の開催

活動に関する情報の発信

若い世代の参加

人材・リ－ダ－の育成

団体間のネットワ－ク形成

その他

特にない

無回答

43.8

20.6

20.7

11.0

39.0

23.4

16.3

5.4

2.1

9.0

4.6

0 10 20 30 40 50


image10.emf
回答者数 = 875 ％

安否確認の声かけ

心配事などの相談相手

子どもの短時間の預かり

外出時の付き添いや送迎

買い物の手伝い

家事の手伝い

ゴミ出しや庭の草刈りの支援

医療機関への通院の手伝い

病人の看病をする人への支援

介護が必要な人の短時間の預かり

災害時の手助け

日常的な話し相手

その他

特にない

無回答

30.1

14.3

5.3

7.8

8.7

4.9

11.5

10.4

5.8

4.5

43.3

9.1

1.0

29.4

3.4

0 10 20 30 40 50


image11.emf
回答者数 = 875 ％

安否確認の声かけ

心配事などの相談相手

子どもの短時間の預かり

外出時の付き添いや送迎

買い物の手伝い

家事の手伝い

ゴミ出しや庭の草刈りの支援

医療機関への通院の手伝い

病人の看病をする人への支援

介護が必要な人の短時間の預かり

災害時の手助け

日常的な話し相手

その他

特にない

無回答

61.0

24.9

12.2

12.2

30.2

9.3

24.3

14.6

5.8

2.6

46.3

26.4

1.1

9.1

2.2

0 20 40 60 80


image12.emf
困ったときなど助け合っている ある程度親しく交流している

ときどき世間話や立ち話をする 冠婚葬祭や自治会等の行事のみ

あいさつ程度 ほとんど付き合いがない

よく知らない その他

無回答


image13.emf
回答者数 =

　 875

5.8 15.2 23.1 2.7 35.7 9.8

3.2

0.2 4.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%


image14.emf
％

地域住民同士が相互に協力し地域をよくする活動

を行っていきたい

隣人との助け合いや付き合いを大切にしたい

時間に余裕のある人や、やる気のある人が地域と

関わる方がよい

あまり地域的な関わりはもちたくないが、必要で

あれば協力する

地域で必要な活動であっても自分の生活や時間に

余裕がないので、あまり地域的な関わりはもちた

くない

他人の協力は期待していない（自分のことは自分

でする）

その他

無回答

28.8

51.2

25.8

24.0

12.7

9.8

2.1

2.1

34.1

56.9

29.1

23.2

9.9

9.7

2.1

3.1

0 20 40 60


image15.emf
令和６年度調査

（回答者数= 875）

令和元年度調査

（回答者数= 936）


image16.emf
回答者数 = 875 ％

ひとり暮らしの高齢者や高齢者のみの家庭

介護を要する人がいる家庭

障害のある人がいる家庭

小さな子どもがいる家庭

ダブルケアの家庭

ヤングケアラ－の家庭

高齢の親が社会的に孤立している子どもの生活を

支えている家庭（8050問題）

ひきこもりや不登校の子どもがいる家庭

ひとり親の家庭

外国人の家庭

日中に家族が不在になりひとりになる家庭

その他

特にいない

わからない

無回答

29.6

13.6

10.4

11.0

3.8

3.4

4.5

5.1

5.1

1.3

3.9

0.5

27.3

25.6

3.3

0 10 20 30 40


image17.emf
回答者数 = 875 ％

誰もが立ち寄れる居場所づくり

あいさつや声かけ

相談機関等の情報提供

本人やその家族からの話をきく

日ごろからの見守り

状態が深刻化する前に、行政や民生委員・児童委

員に連絡する

講演会や講座等を受講し、理解を深める

地域で何かできるとは思えない

その他

無回答

37.7

50.4

30.4

22.4

28.6

36.2

8.5

9.6

1.0

2.2

0 20 40 60


image18.emf
％

民生委員・児童委員

地域包括支援センタ－

障害児者自立支援協議会

障害児者相談支援センタ－

社会福祉協議会

地域子育て支援センタ－

こども家庭センタ－（子育て世代包括支援センタ

－）

無回答

67.0

42.6

12.2

20.5

43.5

37.3

19.8

10.7

71.4

33.9

17.1

24.5

46.5

48.7

12.8

8.2

0 20 40 60 80


image19.emf
令和６年度調査

（回答者数= 875）

令和元年度調査

（回答者数= 936）


image20.emf
回答者数 = 875 ％

安否確認の声かけ

子ども、高齢者、障害児者への手助け

地域内の決まりごとの徹底

市民同士の交流イベントの提供

交通安全や防犯、防災などの活動

文化、スポ－ツ、芸術などの活動

地域内の道路等公共場所の清掃活動

リサイクル等自然保護の活動

病人の看病をする人への支援

介護が必要な人の短時間の預かり

市役所等行政機関との連絡調整

その他

特にない

無回答

32.0

35.1

11.7

6.6

47.1

7.1

11.5

4.5

11.9

13.7

18.7

1.8

8.8

4.9

0 10 20 30 40 50


image21.emf
回答者数 = 875 ％

地域での福祉活動の意義と重要性のＰＲ

地域でのボランティアなどの活動拠点の場の整備

地域の福祉活動に対する支援

ボランティアに関わる人材の育成

福祉活動の相談

指導する専門職の充実

困っている人と支援する人をつなぐコ－ディネ－

タ－の育成

学校や生涯学習の場を活用した福祉教育の充実

介護やボランティア活動に関する研修

ボランティア活動を行っている人同士の交流の場

その他

特にない

無回答

28.1

21.6

32.1

19.4

14.2

18.5

29.6

18.6

9.6

8.1

1.6

7.1

4.9

0 10 20 30 40


image22.emf
回答者数 = 875 ％

市役所の窓口

市広報紙

社会福祉協議会の窓口や広報誌

民生委員・児童委員

障害児者相談支援センタ－

地域包括支援センタ－

地域子育て支援センタ－

こども家庭センタ－

障害者自立支援協議会

ケアマネジャ－、ホ－ムヘルパ－

医療機関

自治会（回覧版）

家族、近所の人

友人・知人

新聞・雑誌・テレビ・ラジオ

インタ－ネット

その他

特にない

無回答

14.2

54.7

7.4

1.3

1.3

3.9

3.4

0.8

0.2

5.4

8.0

13.5

14.1

8.9

17.5

20.8

1.4

9.0

5.1

0 20 40 60


image23.emf
利用していた、または現在利用している 利用したことはない 無回答


image24.emf
回答者数 =

　 875

31.0 65.8 3.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%


image25.emf
回答者数 = 271 ％

子育て支援サ－ビス

高齢者福祉サ－ビス（介護含む）

障害福祉サ－ビス

その他

無回答

21.0

61.3

19.2

2.6

3.0

0 20 40 60 80


image26.emf
回答者数 = 271 ％

申込先がわからなかった

利用手続き（書類）が難しかった

窓口の対応（説明）が悪かった

福祉サ－ビスに関する情報が入手しづらかった

金銭的負担が大きかった

利用したい福祉サ－ビスが利用できなかった

サ－ビス内容に満足できなかった

その他

特にない

無回答

6.3

12.9

5.2

19.9

10.3

5.9

7.0

5.9

45.8

9.6

0 10 20 30 40 50


image27.emf
回答者数 = 576 ％

家族で対応できる

他人の世話になりたくない

家族や親せきへの気兼ねがある

経済的な負担が心配

利用の方法やどんなサ－ビスがあるかわからない

利用する必要がない

どこに相談していいかわからない

その他

無回答

31.4

2.4

1.4

7.6

21.7

53.6

12.0

2.3

2.6

0 20 40 60


image28.emf
回答者数 = 875 ％

就労その他の自立に関する相談支援

離職により住居を失った人、または失うおそれの

ある人に対し家賃相当分を支給する事業

就労に向けての訓練など段階に応じたあっせん、

サポ－ト

家計を立て直すためのアドバイス

経済的理由により学習の機会が少ない子どもに対

しての学習支援

わからない

その他

無回答

55.1

20.9

41.1

24.5

38.7

14.6

2.2

7.2

0 20 40 60


image29.emf
回答者数 = 875 ％

防災訓練に参加している

食糧・飲料水を備蓄している

防災用品を備えている

家族と災害が起きた時の対応について話し合って

いる

隣近所と避難方法について話し合っている

住宅の補強・家具の固定を行っている

火災報知器を設置している

緊急速報・防災メ－ルに登録している

地域の自主防災組織に入っている

その他

何もしていない

無回答

9.5

64.8

43.1

30.7

3.5

18.3

29.6

32.2

2.6

0.6

12.9

2.4

0 20 40 60 80


image30.emf
回答者数 = 875 ％

自分や家族の避難方法の確認

災害時の緊急の連絡方法を家族や知り合いと話し

ておくこと

日ごろからの隣近所とのあいさつや声のかけあい

地域での避難訓練の実施

災害警戒区域等の把握

自主防災組織などの組織づくり

避難の際に手助けが必要な人の把握

避難の際に手助けが必要な人に対する情報伝達の

体制づくり

避難の際に手助けが必要な人を支援する人たちの

把握

災害対策の学習会の開催

その他

特にない

無回答
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image31.emf
回答者数 = 875 ％

防犯・防災の安全対策

青少年の健全育成

母子・父子家庭の子育て支援

共働き家庭の子育て支援

乳幼児期の子育て支援

若者のひきこもりの問題

8050問題やダブルケア、ヤングケアラ－などの複

合的な課題を抱えている人への支援

認知症への理解

高齢者の社会参加や生きがいづくり

障害児者の社会参加や生きがいづくり

子ども、高齢者、障害児者への虐待対策

健康づくりへの取組

急病・災害などの発生したときの対応

地域内におけるマナ－やル－ルの徹底

外国の方への日々のサポ－ト

その他

無回答

59.7

9.7

8.1

14.1

6.7

5.5

5.9

14.3

20.6

5.1

4.5

15.1

30.5

20.3
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7.9
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image32.emf
回答者数 = 875 ％

健康づくりや医療体制の充実

公共施設、道路、交通機関の改善（バリアフリ－

化）

移動手段の充実

地域の支え合いの仕組みづくり

福祉サ－ビスの充実

地域での交流できる場の充実

福祉教育の充実

育児、子育ての支援体制の充実

高齢者や障害者の在宅生活支援

地域での交流活動の促進

ボランティア活動への参加機会の充実

文化、スポ－ツ活動への参加機会の充実

困ったときの相談体制の充実

防犯、防災、交通安全体制の充実

その他

特にない

無回答

31.3

26.7

39.9

8.7

32.6

6.1

4.6

20.2

21.8

3.2

2.9

2.9

27.2
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1.6

4.7
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image33.emf
知っている よく知らないが、聞いたことはある 知らなかった 無回答


image34.emf
回答者数 =

令和６年度調査 875

令和元年度調査 936

32.9

31.7

41.3

38.0

23.9

28.3

1.9
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image35.emf
回答者数 = 875 ％

不動産に関すること

預貯金、保険、年金などに関すること

生活費など日々の支払いに関すること

相続に関すること

医療、介護や福祉サ－ビスの手続きに関すること

その他

わからない

無回答

24.7

54.4

57.4

24.0

70.6

2.1

7.5

2.1

0 20 40 60 80


image36.emf
回答者数 = 875 ％

家族

専門職（弁護士、司法書士、社会福祉士などの専

門家）

社会福祉協議会やＮＰＯ（民間非営利組織）など

の法人

市民後見人

その他

わからない・未定

利用したくない

無回答

78.3

31.1

9.3

1.8

0.7

9.8

1.0

1.8

0 20 40 60 80


image37.emf
回答者数 = 95 ％

制度内容や手続きがわかりにくいから

費用がどれくらいかかるか心配だから

制度について良いイメ－ジがないから

家庭裁判所に申し立てることに抵抗があるから

後見人になってほしい人が見当たらないから

他人（家族を含む）に財産などを任せることに不

安があるから

家族・親族との信頼関係が崩れる恐れがあるから

どういうときに利用したらいいのかわからないか

ら

その他

無回答

29.5

24.2
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image38.emf
聞いたことがある 聞いたことはない 無回答


image39.emf
回答者数 =875

①高齢者への虐待

②障害児者への虐待

③子どもへの虐待

④配偶者からの暴力

10.3
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13.6
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image40.emf
ご近所の人に連絡（相談）する

区・自治会の役員に連絡（相談）する

民生委員・児童委員に連絡（相談）する

市役所に連絡（相談）する

地域包括支援センタ－、障害者虐待防止センタ－、こども家庭センタ－に連絡（相談）する

児童相談所へ連絡（相談）する

警察へ連絡（相談）する

様子を見るため、その家を訪問する

その他

何もしない
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回答者数 =

　 875
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image42.emf
回答者数 = 15 ％

活動のマンネリ化

新しいメンバーが入らない

後継者がいない

住民に情報発信する場や機会が乏しい

人々のニーズに合った活動ができていない

支援を必要とする人の情報が得にくい

他の団体と交流する機会が乏しい

活動の場（拠点）の確保が難しい

活動資金が足りない

その他

特に困ったことはい

無回答
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image43.emf
回答者数 = 15 ％

活動の担い手となる人材の育成

活動の場所の確保に関する支援

活動費などの経済的な支援

人的な支援

団体や組織間の連携支援

先進的な活動事例の紹介

専門性を持った人材や団体の紹介

地域情報の提供

情報発信に関する支援

活動について相談できる機会の充実

地域住民への地域福祉に関する意識の啓発

その他

特にない

無回答
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image44.emf
回答者数 = 15 ％

小・中学生が地域福祉について関心を深めるための福祉

教育の推進

住民が地域福祉について関心を深めるための学習の推進

ボランティア・市民活動団体（ＮＰＯ法人など）の育

成・支援（情報の提供など）

住民が関心を持ち、身近に感じてもらえるようにするためのボランティ

ア・市民活動団体（ＮＰＯ法人など）などの紹介や行事などの開催

経験と知識、技能を持つ高齢者のマンパワーの活用

地域における高校・大学との連携

商店、企業などの、地域の担い手としての取組の紹介

その他

わからない

無回答
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image45.emf
支援関係機関

[支援機関同士の連携]

（部局横断的ケース会議等）

子ども家庭課

（子ども部門）

那賀圏域医療

と介護の連携

推進協議会

その他関係課

社会福祉課

(障害・生活困窮部門）

保険介護課

（高齢部門）

こども家庭センター

地域包括支援センター

地域ケア会議

要保護児童対

策地域協議会

那賀圏域障害

児・者自立支援

協議会

障害児者相談・

支援センター

児童相談所

警察・消防

地域住民等

[地域での支え合い]

（居場所・交流の場・見守り等）

いわで支えあい

協議体

保育所

認定こども園

福祉活動団体

サービス事業者

小・中学校

医師会・歯科医師会

医療機関

ボランティア

[地域と支援関係機関をつなぐ]

保健所

地区社会福祉

協議会

自治会

自治会

保健師・助産師

社会福祉協議会

生活支援コー

ディネーター

相談支援専門員

介護支援専門員

保護司

自主防災組織

民生委員

児童委員

地域見守り

協力員

中核機関

医療的ケア児等

コーディネーター

NPO法人

ファミリー

サポートセンター


